
 

なさっていくつもりなのか、それをあわせてお

伺いしたいと。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 特にこの三位一体の改革をとい

う中身を、補助金、交付税、それから地方の財

源、税源ですね。この三つについて、今までど

おりだとか、反対だとかというだけではだめだ

と、ここから始まっているわけです。10月に始

まったときには、23から始まりました。ところ

が、具体的に大いに議論しますから、本音で、

23で。それがおれも入りたい、あれも入りたい

と、入りたいという人をノーとは言えませんの

で、百三十幾つになったんで、４月に。こうな

りますと、やはり議論は相当出てくるのですよ。

手を挙げる人はいっぱい出てくるし。具体的な

話になりますが、お互いの情報交換から、お互

いのいいところを学びながら、それから工夫を

して、そして生き残るためにどうするかという、

反対運動、抵抗運動よりは提言だと、提案だと。

これは１回目も２回目も官邸まで行きましたか

ら。それから自民党であろうと、各省庁であろ

うと行きましたけれども、具体的な議論をする。

議論をして、こうした方がいいというのは、こ

の精神は大変大事なものだというふうに思いま

すし、その改革派サミットについて今後どうし

ようかと。ふえ過ぎましたので、その運営等に

ついても、それから三位一体の改革も、麻生プ

ランというふうに税源がまず最初に来ると。し

かし、補助金は地方で独自の案で削ってくれと

か、全体像は秋以降だと。しかも、最後にまた

わかるのは12月以降だなんていう時期がありま

すから、その時期を見ながら、やはりもう一度

はやらなければいけないのではないかと。そし

て、今後どうするかについても議論をしなけれ

ばいけないねということは、この間穂坂市長と

も話し合ったところであります。 

＋

○大沼 久委員長 ９番、蒲生光男委員。 

○９番 蒲生光男委員 最後に申し上げます。 

  ぜひこの改革派自治体市町村サミットが、物

申すきちっとした機関になるようにご期待申し

上げておきたいと思います。太田、志木、犬山、

ニセコ、それからさっき言いました大阪狭山の

事例なんかは、かなりおもしろいものがいっぱ

い、ホームページを開きますと満載です。この

間研修に来ていた羽咋市もそうです。そういう

ふうに取り組んでいる市町村がいっぱいあると

いうことも事実なんですね。長井市もその一角

に入っていますが、まだまだやはりこれからも

頑張っていかなければいけないということがあ

ります。 

  ちなみに地方自治経営学会というのがありま

して、そこに行くとそういう先進事例の取り組

みが二日間にわたって聞けます。私も一昨年行

ってきましたが。 

  この会員でありますと、5,000円で参加でき

るのですよ。それがいつの間にか補助金の削減

で会をやめてしまったんですよね、長井市ね。

5,000円いたましくて。情けないなと思うので

すが、ぜひこれに参加していただいて、会員に

なっていただいて、研修の一環としてもやって

いただくようにしてほしいなと思いますが、そ

れを最後に総務課長の方から答弁いただいて、

質問を終わりたいと思います。 

○大沼 久委員長 佐藤 仁総務課長。 

○佐藤 仁総務課長 負担金の5,000円が惜しく

てやめたわけじゃないかとは思うのですが、参

加するにしても旅費が伴うと。そういったこと

で、恐らく私が財政課長時代に総務課の方に削

っていただいているかもしれませんが、いずれ

再度検討させていただきたいというふうに思い

ます。 

○大沼 久委員長 次に、順位２番、議席番号11

番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 おはようございます。 

  私は、長井市の行財政運営が誤りなく展開で

きることを祈りながら総括質疑を行います。 
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  ２点につきまして、順次質問申し上げますの

で、明確な答弁をいただきますようにお願いを

しておきたいと思います。 

  質問の第１は、構造改革特区について伺いま

す。過日の一般質問でも伺いましたが、引き続

いてお伺いをいたします。 

＋ ＋

  まず、農業委員会事務局長にお伺いをいたし

ます。お聞きするところによりますと、この構

造改革特区、正式には「食の安全・安心レイン

ボープラン特区」が、この新聞報道などをされ

て以来、農業委員会としてもさまざまな会合な

どで検討や協議が展開をされてきたというふう

に聞いております。どの機関でどういう検討が

なされたのかわかりませんが、農業委員会とし

ての質問事項、あるいは要望など一定まとめら

れて、市長との話し合いの機会を持たれたとい

うことのようですが、その質問、あるいは要望

事項とはどういった内容のものなのか、文書が

あれば提出をいただきたいわけですが、ないと

するならばその内容についてお聞かせをいただ

きたい。 

○大沼 久委員長 蜂谷 潔農業委員会事務局長。 

○蜂谷 潔農業委員会事務局長 お答えいたしま

す。 

  まず最初の、文書があればというふうなこと

でございますけれども、これにつきましては、

口頭での質問であったというようなことで、文

書についてはございません。 

  それからあと、どの機関でというようなこと

もあったわけでありますけれども、これについ

ては、５月23日の市長と運営委員会との懇談会

といいますか、話し合いのときというようなこ

とで思っておりますけれども、委員会の円滑を

図るために運営委員会を設置しておりまして、

そこでの対応であったというようなことでござ

います。 

  その趣旨といたしましては、いろいろな場所

で出されましたさまざまな意見等につきまして、

運営委員会として委員会で対応すべく開催した

というふうなことでございます。 

  その内容につきましてでありますけれども、

ちょっと前段申し上げますが、市の特区申請を

受けまして、農業委員会では長井市の農業につ

いて中心的な役割を担っております農業者の特

区に対する不安を少しでも解消をしてくるには

どう対応していったらいいかというふうな、私

はそう理解しておるのでありますけれども、そ

ういうようなことで協議を重ねているというよ

うなことで、その中でいろいろ出されている内

容について大きくいろいろあったわけでありま

すけれども、３点に絞って申し上げてみたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  一つは、長井市では農地流動化を進め、それ

から担い手に農地を集積しながら、長井の農業

の活性化を図るべく施策を展開してきておるわ

けでありますけれども、その地域に企業が参入

した場合に、担い手に農地が集積されなくなる

のではないかというふうなことで、担い手優先

にすべきではないかというふうな意見があると

いうふうなことでございます。 

  それからもう一つについては、レインボー理

念であります環境保全型農業、あるいは地産地

消というふうな足かせがあるわけでありますけ

れども、基準が明快でなくて、その時々の判断

で土地利用型農業、主に米づくりというような

ことになるかと思いますけれども、そういった

企業が参入しやすくなるのではないかというよ

うな心配が農業者にはあるというふうなことで、

したがって、市と特定法人が結ぶ協定書の内容

について内部審査だけでなくて、外部からの

方々も含めて審査会を設置して、点検していく

必要があるのではないかというふうな意見もあ

ったというようなことでございます。 

  それからもう一つは、企業の参入に当たりま

して、特定法人貸付事業に係る協定書の内容６
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項目あるわけでありますけれども、それの３番

目に地域農業における法人の役割分担に関する

事項。今回の申請には申入書というような形に

なっているんですけれども、その５番目にもう

うたわれてあるわけでありますが、地元農家、

営農団体との連携・協調というふうなところが

あるわけでありますけれども、そういったとこ

ろにおいて、地域農業者とのトラブルのないよ

うな形での参入が望まれるというようなことで、

地域の雇用を繁栄させる意味からも、改善組合

等の同意書的なものが必要じゃないかというふ

うな、そういったことが出されておったわけで

ありますので、そういったことを中心にお聞き

をしたというようなことでございます。 

  以上でございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ３点に絞ってというこ

とでしたが、お聞きするところによると７項目

ぐらいあったんだと。それを今事務局長はまと

められたんだというふうに思いますが。 ＋
  市長にお伺いいたしますけれど、これら農業

委員会として、一定この要望や質問やいろいろ

あったわけですが、これに対してはどう回答さ

れたのでしょうか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 お答えいします。 

  私は、５月10日、父の葬儀では大変お世話に

なりましたが、その翌日に６時半ぐらいから、

農業委員の方も、農業団体の皆さんがプラザに

集まって、これも２時間ちょっとお話をしたと

思いますね。それを受けてということなんでし

ょうけれども、さっき言ったように、５月23日、

つつじマラソンの後ですが、運営委員会の方と

話をしたと。その３点については、担い手優先

というのは、それは当然だと。今までもそうし

てきたし。例えば一緒の、申請が同じ土地に出

てきたということであれば、担い手を優先する

ということはそれはそうでしょうと。しかし、

今度で言えば、おらだの菜園にしても、ニュー

菜エンにしても、それはこの独自の消費者の皆

さんや農業法人、有限会社の皆さんが、担い手

さんがやった後に出てきたとか、一緒になった

ということではないわけですから。しかもニュ

ー菜エンの場合には、転作組合も入っているし、

農業者の皆さんも入っているしということです

から、そういう場合には、やはり新たに農業を

やりたいという方も参入を認めるべきではない

かというふうに私は申し上げました。 

  第２の審査会というのは、あるいは審議会と。

これはきのうも若手の皆さんとお話ししたとき

に、これは農地法で買うとか借りるというのは

農家以外にはなかなかできなかってわけですね、

今まで。それがＮＰＯなり、新たに農業法人な

り、全国的には民間会社、建設会社等もある程

度認められるというふうになってきているわけ

でありますが、その特区について言うと、長井

の場合はレインボー特区でありますから、環境

保全型農業ということで、環境保全にも配慮を

してと。ニュー菜エンで言えば、ヨークベニマ

ルの500キロぐらいの売れ残りというのですか。

これはもうあっという間に50キロぐらいに堆肥

化して、やはりそれを中心にしてやると。実験

のハウスを持っておりますから、そういった環

境保全型農業でやっておられるかどうかという

ことについては、法にのっとって各課がある程

度受け取って、あとは各課で相談しますが、そ

して私も決裁をして、そして今度は、議会の皆

さんと議論をして、それから出てきた書類は農

業委員会の皆さんにもお知らせをして、なおか

つ全員の皆さんの前で出てきたおらだの菜園に

ついても何にしてもご説明をしてもらって、そ

してやられるわけなので、これはやはり行政と

いうのは議会制民主主義ということについて言

えば、やはり最終的な議決権というのは議会に

あるわけですし、農業のことについては農業委

員会でも相当法にのっとっておやりになるわけ
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ですから、新たに屋上屋を重ねるようなことは

いらないのではないかと。 

＋ ＋

  ついでに言うと、地元の皆さんと協調しなけ

ればならないということは大いにそうだろうと

思います。しかし、地元の皆さんのご意見も聞

くわけですが、改善組合等の同意書ということ

になりますと、少数の方が判こを押さないと、

同意しないと言ったら、進まなくなりますよ、

それは。それはそういうものではないのではな

いかと。これはやはり同意書が必要だと、レイ

ンボー特区に小泉さんからいただいたものに書

いているわけではないわけですから、それは反

対される方もいるのかもしれない。今までの既

得権もあるかもしれないし、我々をどうしてく

れるんだという話にもなるのかもしれない。し

かし、理解をしていただくように努力はいたし

ますが、最終的には議会の皆さんのご同意を得

て、予算等で。農業委員会も十分に話し合うわ

けですから、そこでおやりになればいいのでは

ないかというふうに申し上げました。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そういう回答をなされ

たのだということはわかりました。 

  そこで、再度農業委員会事務局長にお伺いを

しますが、この口頭ではって、もう市長から今

あったような回答があったですね。これを受け

た農業委員会では、終わったと。議会で納得を

得ましたというふうになっておりますか。 

○大沼 久委員長 蜂谷 潔農業委員会事務局長。 

○蜂谷 潔農業委員会事務局長 口頭での回答で

農業委員会では理解と納得が得られたかという

ふうなことでございますけれども、これにつき

ましては、先ほどもちょっと申し上げた趣旨で

開催したというようなことでございますので、

農業委員会の対応については今も継続中でござ

いますので、そういうふうに申し上げたいとい

うふうに思います。 

  以上でございます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 継続中ということは、

実際それがかかってみないとわからないという

ことなのだと理解をしますが、もう少し明確に、

ちゃんと理解できたんだというふうに言われる

のかと思っていましたが、そうではないという

ことです。 

  それで、市長に再度お伺いしますけれども、

ＪＡやまがた置賜長井地区青年部から要望書が

出されました。これ一般質問で申し上げました

けれども、その一般質問に対する企画調整課長

はこういう答弁をされています。要望者に対し

ては、要望を受けました際に、市長から要望に

対する回答は出させていただいたというふうに

なっているわけです。 

  私ども、その回答の内容はわかりませんので、

なおお聞かせをいただきたいと。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 農協青年部の皆さんのその最後

のところなんですね。最初のところは、もうレ

インボーのあり方について議論があって、むし

ろ市の方に対する質問なんていうのはなかった

ようなところが１時間ぐらい続いたんですよ。

最後に農協青年部の皆さんが要望書というか、

そういう形で、それはそういう話は聞いており

ませんでしたけれどもお出しになりました。企

業参入に対する反対をすると、こういう話であ

りますから、これについて十分に４月15日号の

広報でも申し上げたように、これからはレイン

ボープランを軸とした環境保全型農業をやるし、

農業の活性化もしなければいけないと。後継者

不足の解消、安全・安心な農産物づくりのため

に、営農ボランティアとして消費者が出るとい

うこともあるし、それから参入したいという方

が、これはやはりしっかりと吟味をして、やら

せていただきますよと。ただし、今までのよう

に、今までの農業者の皆さんをないがしろにす

るとか、そういうことではありませんよと、そ
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ういうふうに申し上げました。そして、個々具

体的に一つ一つ吟味をしていきたいと思います

よというふうに申し上げて、そのときはそう申

し上げたと思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そうなんですね。そう

いうお話をしたわけです。５月10日だと思いま

すけれど。それを受けて、そういう市長の考え

方を披瀝をされて、その結果、農協青年部の方

たちは納得されたのでしょうか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それは個々の皆さんのご判断だ

ろうと思いますよ。だんだんだんだん納得して

いただいている方もいらっしゃれば、いや、ま

だまだという方もいらっしゃるのかもしれませ

ん。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 私、感じるのは、いろ

いろ農業委員会であったり、あるいは農協の長

井地区の青年部であったり、それぞれ話し合い

が持たれているわけですけれど、残念ながら今

日的な状況は、そういうことを踏まえながらも、

この理解と納得というのはなかなか得られてい

ないと。これが実態だと、こう思います。 

＋

  これはちょっと私は不幸なことだなと思うの

です。特に、先ほどお話ありましたけれども、

地域の農業団体であるとか農業者、そこと協調

してやっていくのですよというふうに言ってい

るにもかかわらず、まず担い手ですよね。担い

手の皆さんや、それから農業委員会、農地法の

業務をつかさどっている皆さんの理解と納得が

得られない。こういう中で進んでいくというこ

とには、私はちょっと疑問符を感じるわけです。 

  この理解と納得を得るための対応というのが、

どういうふうになされようとしているのか。新

聞報道を読むと、きのうもお話し合いがされた

というふうに聞いていますけれども、そこの考

え方は市長、どう考えておられますか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それはお互いに話をしながら、

納得できるところは私は理解は進んでいる部分

はあると思います。論点を整理すると、一つは

やはり新たな審議会をつくらなければいけない

というのと、改善組合等の同意書がなければだ

めだと、こういうことにこだわられれば、それ

は議会制民主主義ですから、最終的には提案権

は行政当局が議会の皆さんや農業委員会にさせ

ていただいて、市民から選んでいただいた人が

やるわけだから、新たに生産者のあれを入れて、

議会の上にノーと言えるようなものを置くとか

ということはできませんよと。これは法律制度

制度上の問題ですよということを申し上げてお

りますし、わかったという方も、そのことにつ

いてはわかったと。しかし、企業が参入するに

ついては絶対反対だという方もいらっしゃるの

かもしれません。なかなかそれは努力はいたし

ますよ。これからも話し合いで努力はいたしま

すが、理解していただく、いただけるまで前に

進まないということは、現代はそうはいきませ

んから、やはりある程度過半数の皆さんがよし

と。これは特に特区という法律ですからね。農

地法の特例という法律ですから、それにしっか

り対応して、公平に提案をし、参入を認めてい

くということを私は実行しなければいけないと

思っております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 市長は努力はすると、

理解を得るために。しかし、理解と納得が得ら

れなくても、それは例えば議会、きょうの予算

委員会、そして農業委員会でそれぞれ決まれば

進んでいくのだということですね。では、その

努力というのは一体何だと。どこまでどうする

んだというところがわからなくなるわけですけ

れども、市長がその努力をするということは、

具体的にはどういうことなのですか。単に話し

合いをしてくれと言われればするということ、
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それだけですか。能動的に市長側から何かする

ということではないのですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 お話し合いには常に応じると。

私も時間をなるべくとると、そういうお話し合

いがあったときには。それが努力ですよ、それ

は。それから、議会もそうですが、もちろん全

会一致といけば一番いいわけですが、やはりあ

る程度期日、タイムリミットというのはあるわ

けですから、そういったもので過半数の皆さん

のサインが得られれば、それはやはり実践して

いかなければいけない、実行していかなければ

いけないというふうに思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 その努力というのはす

るが、理解と納得が得られなくても進めていく。

これはますます混乱をするのではないか、私は

こう感じます。 

＋ ＋

  そこで、今回は私ども議会も判断を求められ

ているわけですから、そのことについてお聞き

をしたいと思います。 

  議案第46号で提案をされている構造改革特区

農地賃貸借料、あるいは園芸産地拡大強化支援

事業費補助金7,459万6,000円のうち、5,755万

5,000円、この内容についてです。 

  一般質問でも申し上げましたが、私はこのこ

とを審査するには、二つの課題が明らかになら

ないと判断できないのではないかと思っていま

す。一つは、一般質問でも申し上げましたけれ

ども、市の責任、この所在を明確にすること。

二つは、農業への企業参入への市の考え方を明

確にすることというふうに思っています。これ

は市長はどういふうに整理をされていますか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それは市の責任についても一般

質問でお答えをした、企画調整課長もお答えを

したとおりだと思います。企業参入についての

ご説明もさせていただいたと思っております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 それで、お聞きをした

いわけですけれども、この市の責任というふう

なところについて私も取り上げさせていただき

ました。その答弁ではこういふうに言っていま

す。協定書とは、この市の責任というふうなこ

とについては、貸す方と市と借りる方とあるわ

けですが、この３者のことについては、一つは

市と借りる方は協定書、それからもう一つ、貸

す方と市の間では、農地所有者と市との間で契

約をすることで明確にしていくのだというふう

なお話があったわけですよ。同時に、ちょっと

私気になったんですが、農地の所有者も、その

農地がどういう使われ方をするのか、そして使

用する企業等の状況も知っているはずだから、

最悪の場合のリスクもあるということで判断し

ていただいた上でのことであると考えており、

どういう条件で地権者が同意していただけるか

いうのが基本となるというふうに答えられてい

るわけですね、企画調整課長。だとすると、今

回のこの案件にかかる一つは協定書、それから

もう一つは地権者と市との間で交わされた契約

書、これがやはり担保になるんだと思うんです。

これをお示しいただきたいと思いますが、市長、

いかがですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは個別具体的に、今、おら

だの菜園とかニュー菜エンについては、これか

ら農業委員会で説明をいただいて、全員協議会

の皆さんに。さらに25日、３条についての議論

をしていただくわけでありますから、そちらの

方に出していただきたいというふうに思います。

その後にさせていただきたい。ただ、一般的な

ひな形みたいなものでありましたら、それはこ

ういった協定書とか契約書等のあれについては

出せると思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そういうふうにならな
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いと思うんですね。私、今回どうも順序がわか

らなくなるときがあるのですけれども、今回、

先ほど申し上げましたように、構造改革特区に

かかる農地賃借料、これは二つありますけれど、

一方の方は、私、問題にしていません。それと、

園芸産地拡大支援事業費補助金、この関係があ

るのです。これを私ども市議会が、この予算委

員会の場できょう審議をすると判断をしなけれ

ばならない。だとすると、冒頭申し上げたよう

に、二つのわからないところがあるから、そこ

は明確にしてほしいというふうに求めているわ

けです。それは、25日の農業委員会が終わって

からでないと提示できないなどということであ

れば、きょう、私どもはここで審議できないと

いうことになるのですよ。どうですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 わかりました。では出しましょ

う。 

○１１番 髙橋孝夫委員 すぐ出していただけま

す。これはロスタイムですか。 ＋
○大沼 久委員長 ここで暫時休憩いたします。 

  では、資料の提出、よろしくお願いします。 

 

     午前１１時４２分 休憩 

     午後 ０時００分 再開 

 

 

○大沼 久委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

  ただいま配付の資料について、梅津和士農林

課長より説明をさせますので、資料の確認をお

願いいたします。 

  梅津和士農林課長。 

  まず最初に、ちゃんと資料が何ぼあるかちょ

っと確認してください。 

○梅津和士農林課長 ただいま配付させていただ

きました資料について説明させていただきます。

時間もありませんので、２部資料を配付したと

思います。一つは表題だけお読みしますけれど

も、「食の安全・安心レインボープラン特区協

定書」というのが一つあると思います。これが

３枚。よろしいでしょうか。 

  次に、農地賃貸借契約書。これにつきまして

は、３枚ですね。 

○大沼 久委員長 資料は３枚、３枚ですか。 

○梅津和士農林課長 はい。ということで、この

二つの資料を提出させていただきました。 

  以上でございます。 

○大沼 久委員長 皆さんのところに資料が２部

配付になりましたので、それを確認いたします。

全部配付になりましたか。 

   （「はい」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久委員長 それでは、ここで昼食のため

暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

 

 

     午後 ０時０２分 休憩 

     午後 １時０５分 再開 

 

 

○大沼 久委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き、会議を再開いたします。 

  午前に二種類の資料と、ただいま特定法人の

特定事業経過の基本方針の資料と、計３部配付

してありますが、お手元にございますか。 

（「はい」という呼ぶ者あり） 

○大沼 久委員長 それでは、髙橋孝男委員の質

疑を続行いたします。 

  11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 資料をいただきまして

ありがとうございました。 

それで、きょう初めていただいたわけで、こ

の協定書、それから農地賃貸借契約書、それぞ

れいただいたわけですが、この中で、私が今般

問題をしているところの解決策というのはどこ
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に触れられているのか、農林課長、お聞かせを

いただきたいと思います。 

○大沼 久委員長 梅津和士農林課長。 

○梅津和士農林課長 お答えいたします。 

  まず、協定書ですけれども、協定書の欄では、

２枚目の第５条、協定に違反した場合の措置に

関する事項でございますが、その中で、髙橋委

員の質問の趣旨によりますと、第４項になると

思います。原状回復返還ということでございま

す。 

それからさらに、もう一つの資料であります

農地賃貸借契約書でご説明申し上げますと、第

７条、２枚目をお開きください。第７条の５項、

これにつきましては、５項の一番下の欄ですけ

れども、丙以外のものの権利の設定をすること

はできない、これはどういう意味かといいます

と、抵当権とか、そういうものを勝手に設定し

てはならないという意味で、企業に対してそこ

を守るようにというようなことでございます。 

＋ ＋それから、同じページの第９条でございます

が、第９条の１項、一番右端でございますけれ

ども、ここにも目的を原状に回復し返還すると

いうようなことをうたっております。「ただ

し」という２行目でございますが、その下の３

行目から４行目にかけてでございますけれども、

原状に回復させないで返還を承諾した場合はこ

の限りでないと。ですから、これをどういうこ

とかと申しますと、地権者の方が、このままの

ハウスで私たちが利用しますというふうなこと

を承諾した場合はこのままで契約を終わるとい

うようなことでございます。 

先ほどの髙橋委員の質問に関しては、以上の

ようなところでございます。よろしくお願いし

ます。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 今、説明を受けました

が、それぞれ原状回復をしなきゃならないのだ

と、解除をした場合と、それから、この前もあ

りましたけれども、借りた土地に対して、その

構築物などで、例えばお金を借りるときに担保

にして悪いのだということ。それから、原状回

復というのはあるけれども、地主が認めればい

いのだというお話だったと思います。それはわ

かりました。 

私は一般質問でもお聞きしましたけれども、

あってはならないことですけれども、しかし、

不幸にしてその参入企業が撤退をせざるを得な

い。しかも、力が残っているうちはいいんです

けれども、私どもも今自己破産などの関係では

いろいろ相談もあるわけですが、ほとんど力な

いですね。もう何もできないから自己破産する

という状態の方が多いわけです。そうなった場

合、ではどうなるのかということになると、こ

れではちょっとわからないですね。原状回復を

する力もない。そのときは、間に立った市はど

うするのだということをお聞きをしました。そ

こは市長、どのように考えられますか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ハウス等が残ったと。そしてど

うしても、あってはならないという言い方はお

かしいですが、続けられなくなったということ

は、それを使いながら、新しくやっていただけ

る方を探すお手伝いをするということになると

思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 新しくやっていただけ

る方がいればいいですけれども、なかなか私は

そうはいかないというふうに思うんですね。そ

ういう最悪の場合といいますか、ということを

今やっておかないと、私はそういうもの、本当

に万が一ですよ、こんなの、ない方がいいんで

す。いいけれども、その際の責任というのを私

は明確しておかなきゃならないというふうに思

います。市は何をするのかということを明示を

しておく必要があると思いますけど、これにつ

いては市長どうお考えですか。 
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○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 日本は自由社会でありますから、

建物を建てる、自動車販売会社であろうと、施

設であろうと、そういうものを建てると。そし

てそういう契約をするわけですが、どうしても

それができなかった場合にはどうするかという

ようなときに、やっぱりそれは当事者で話し合

うということが大体そうだろうと思いますね。 

この場合は、原状回復といっても、コンクリ

ートをあれする、田んぼにまた戻してなんてい

う話じゃありませんから、せいぜい何というん

ですか、このパイプのそういうハウスとかとい

うことですから、そういったことをやってくだ

さる方をお探しするというのが、市ができるこ

とではないかというふうに思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 パイプ、ただするだけ

でないんです、軽量鉄骨でやるんですよ、これ。

そんな簡単ではないのですので、これは、私は

これ以上してもしようがないと思いますが、こ

この部分ではね。ただ、私は市が逃げないで、

きちっと対応するのだということは、これはそ

の新たな借り主を探すであるとか、あらゆる努

力をするのだということを明言いただいておき

たいんです、ここはいかがですか。 

＋

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 申し上げているとおり、法の中

では最大限の努力をするということだろうと思

います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 もう一つの企業参入に

ついて、お伺いをします。 

この前の答弁では条件をつけてありますよと

いうお話でした。一つは、環境保全型農業に取

り組んでもらうと、二つは、レインボーの認証

基準に準じた農産物を生産してもらう、三つは、

地域の有資源の活用をしてもらう、四つは地域

への出荷への取り組みをしていただく。そして、

その上でこれに参入するのは長井市に、事業所

があるところなんですよというお話だったわけ

です。しかし、ちょっとこれでは私は抽象的だ

なというふうに思います。この条件で、私はき

ちっと参入できるには、これぐらいの数値、こ

れぐらいの目安をクリアしていかなければいけ

ないというところを明確に示すべきだというふ

うに感じています。例えば、そのレインボープ

ランの29条に準じた農産物を生産をするという

ふうにになっていますけれども、ぶわあっとし

てわかりません。だれがチェックをするのかと

いうところは明確にして、最低、こういう基準

ですよというものは示さなきゃいけないのじゃ

ないか。あるいは地域の有資源の活用をする。

これはレインボープランのコンポストであると

か、バーク堆肥であるとか、あるいは株式会社

マークが生産をしている、開発をされたその産

業廃棄物である野菜くずなどをこのコンポスト

にするやつを使うのだという、それだけではな

いでしょうけれども、ことだと思いますが、し

かし、それは例えば、一反歩当たりどれくらい

年間投入をするという基準がやっぱり私は必要

だと思います。あるいは地域への出荷の取り組

みをする、これは生産物のおおむね８割は、地

域への出荷をするのだということなどの、やは

り一つは数値化をきちっとしていくこと。 

それからもう一つは、このレインボープラン

の特区の協定書を見てみますと、報告義務と、

それから立入調査があります。しかし、これら

は、市のどの機関がするのか、私はわかりませ

んけれど、ここにやっぱり権限を持たせるとい

うことなどが必要になってくると思います。チ

ェックをきちっとできるという体制をつくらな

ければ、私は野放図になってしまうのではない

かという不安を持つわけですが、これに対して

は、市長はどういう見解をお持ちですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 この３番目の特定事業経営の基
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本方針から取り組み計画、具体的な数字等も挙

げて具体的にやっておりますから、こういった、

これで十分なんじゃないですかと、私は思いま

す。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

＋ ＋

○１１番 髙橋孝夫委員 これはニュー菜エンが

こういうことでやりますよという計画ですよ。

そうじゃなくて、私は、今回ニュー菜エンは初

めてのケースです。おらだの菜園ありますけど、

それは私、違う、今回は問題にしていませんか

ら、ニュー菜エンの基準なんですよ。やろうと

している計画なんです、これが。そうじゃなく

て、これから企業参入、このニュー菜エンも含

めてですよ、される場合の、参入するにはクリ

アしなければならない数値というものは明確に

して、それをやっぱりきちっと守ってもらうと

いうことが必要だと思うんです。農家の皆さん

も含めて心配しておられるのは、使ったからい

いでしょうと、レインボープラン、コンポスト

を持ってきて、使っているからいいでしょうと

いうことでないでしょうということをしきりに

心配していらっしゃるわけです。そこはクリア

するには、やはりこの部分についてはこれぐら

いの数値、これは何割以上という目標がなけれ

ば、あるいは設定がなけれぱ、野放図になって

いきはしないかということを心配していらっし

ゃるわけで、ここについてはぜひ必要と思うん

です。これでいいのでなくて、このニュー菜エ

ンのことを聞いているのではないのですから、

もう一度お答えいただきたい。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ニュー菜エンのことが、一つの

やっぱり先例になってくると思いますよ、それ

は。しかし、認証の基準で、青認証とか、赤認

証とかってレインボー組織協議会だってやって

いますけれども、それはするかしないかは、そ

れは協議会でやりますが、何ですか、それでだ

めだという話じゃないわけですから。やっぱり

なるべく有機農業を広げていきたいと、環境保

全型農業を広げていきたいということですから、

このイチゴ以外のものになったら、やっぱりケ

ースバイケースでこの環境保全型農業に適合す

るかどうか、その計画書もよく数字を出してい

ただいて、そして吟味をしていくということに

なると思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 作物によって、その堆

肥をどれぐらい要るか、それは確かに違うんで

すよ。違うけれども、そうじゃないでしょう。

これくらいの目安はやっぱり示して、そうでな

ければ長井市の特区とはいえども、企業の農地

参入についてはだめですよと。これぐらいは最

低限やってください、携帯電話は議場に持ち込

まないことにしていますから、よろしくお願い

したいと思いますが、そういうことが必要なん

だと、私は思うのですよ。それは、きちっと示

していかないと、心配事は解消されないと思う

んですよ。そこはどうですか、もう一度お願い

します。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 そこがやっぱり髙橋さんのよう

に、社会主義を信奉なさる方なのかなぐらい。

官が基準をつけて、それでなきゃ許可しないと

か何とかというたぐいの話じゃないでしょうっ

て、これは。それは、これから環境保全型農業

をさらに、今までよりもさらに進めなきゃいけ

ないと、そういうときに計画を出していただき

ながら、それをやっぱりイチゴについて言えば、

こういうのがありますから、もう少し使ってい

ただけるようにとか、そういうふうにしていか

なければ、私はやっぱり前に進まないだろうと

思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 環境保全型農業といっ

てもぶわあっとしているんですよ。それを旗印

にして今回のこのレインボープラン特区の、こ
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れから企業などの株式会社の農地参入への道を

開くことになってはいけないという思いで心配

しておられるわけですよ。そこには当然にして、

ねらいであるレインボープラン特区ですから、

それなりの目安とする数値を示すべきというふ

うに私は思いますが、どうですか。何か小泉さ

んと野党の答弁で、何回も同じことを聞くから

何回もというかもしれませんが、そうではなく、

答弁をしてください。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 私は自分が言っていることが正

しいと小泉さんがそう思っているかもしれませ

んが、それはこれからやっぱり環境保全型農業

をどんどん進めるわけでしょう。例えばニュー

菜エンさんもなかなかやっぱり頑張っていらっ

しゃると思いますよ。ヨークベニマルでの食べ

残しというか、売れないものを土に還元してい

くんだと、だから、家庭の生ごみだけではなく

て、この営業用の生ごみにも道を開いてきてい

るわけです。そういうものをやっぱりまずやっ

てみると。さっきの蒲生委員の話じゃないです

が、やっぱりここからやってみると、これをお

やりになるところが、やっぱりぎりぎり、こう

いうふうに数字を出していらっしゃるわけです

から、やっぱりこういうふうにやるんだという、

ある意味ではちゃんとお約束になっているわけ

ですから、やっぱりそういうのを一つ一つ見て

いくということになるかと思います。こっちが

基準を決めて、こうでなきゃだめだなんていう

話は社会主義だと私は思います。 

＋

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 社会主義ではありませ

ん、そんなのは。こんなことで怒っていても。 

それで、一つ一つ見ていくとおっしゃいまし

たけれども、一つ一つ判断するのはケースバイ

ケースではないんです。一つ一つ判断をするた

めにも、その計画を見ていく際にも、判断をす

る尺度が必要だと、私は申し上げている。それ

はつくっておくのが当たり前でしょう。そうじ

ゃないんですか。どういう判断するんですか。

そのケースバイケースで判断するんですか。そ

んなことにはならないから、私は言っているし、

農業者の皆さんは心配しているから申し上げて

いるんです。もう一度だけお答えをいただきま

す。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 有機農業といっても、それはも

う家庭の生ごみもあれば、営業用の生ごみもあ

れば、それは伐採木も出てくれば、あるいはこ

の畜産堆肥もあれば、こういったものでいろい

ろとあるわけですよ、これから。そして、そう

いうものを土に返して、長井の農産物というの

は、やっぱり安全、安心な優良な化学肥料に冒

されるのが少ないこの土の中から生まれてくる

んだというのをこれから広めていかなきゃいけ

ないわけですから、やっぱりそれはそういうふ

うにどんどん使っていただけるように、なるべ

くやっぱり前進するようにと、こういうふうに

申し上げますが、ここはこうだなんていうのは

認証基準のあれとは違う話だと私は思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 あのね、そういうこと

では、私はないと思うんです。ですから、示さ

れているこの四つの条件と、長井市に事業所が

あるとは別ですよ。この四つの条件は少なくて

も①についてはこう、②についてはこう、③に

ついてはこうですよというのが当然にしてなけ

れば、これは、私は将来大変なことになってし

まいはしないかということを心配しているんで

す。どうしてもそうする気がないということで

すから、私は納得できませんが、もう時間もあ

りませんから、この項については終わりたいと

思います。 

企業参入についてもう一つお伺いをします。 

この今回の補正予算では、県のメニューであ

る園芸産地拡大強化事業費、支援事業費補助金、
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7,469万6,000円、これを三つの法人が対象にな

っていると、今回は。今回はですよ。その配分

額はニュー菜エンが5,755万5,000円、トマト生

産組合が1,415万4,000円、柿生産組合が288万

7,000円ということになっているわけです。も

ちろんそれぞれの計画によって、この補助金の

額の多寡というのは決定をされると。特に事業

費の２分の１補助というふうなこともあって、

このような結果になっているというふうに思う

わけですが、私はちょっと不思議なんです。 

＋ ＋

私は農業への企業参入をこの間制限をしてき

たという大きな理由というのは、この膨大な資

金量を有する企業が、その資金力に任せて農地

を取得をしたりして、農業を展開をするおそれ

があり、それでは、既存の農家が太刀打ちでき

ないということで、これらの措置がこれまでと

られてきたと考えています。その意味でいえば、

今回のこの補助金の配分はどうなのでしょうか。

まさに資金量のある法人が、今回の補助金額総

体の75％を占めるということになって、本当に

頑張って事業展開をしたいというふうに農業者

が考えていても、自己資金がままならず、なか

なか実施できないという農家もいるわけです。

補助金は幾ら申請あれば全部認められるもので

はないことはご案内のとおりです。それを今回

のように、参入をする企業が占めていくと、こ

ういうふうなことになるとするならば、一般の

農業者はどうなのかというところは、私は非常

におかしいと思います。この企業参入をこの間

防止をしてきたというこの間の施策の意図から

いっても、今回のものはおかしいなと感じてい

ます。県がもちろん認めたことでありますから、

市はトンネルするだけだというふうになるのか

もしれませんが、しかし、これに関して市はど

ういう見解をお持ちなのか、矛盾を感じられな

いのか、お聞かせをいただきたい。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは県も畑作振興、山形県も

ですね、しっかりと審査をなさって、例えば小

国町や米沢市では、それに対象にならなかった

わけですよ。長井市は三つの皆さんが名乗りを

上げられて、それなりのあれになったと。最高

半分ですが、若干少なくなったところもありま

すが、事業の規模においてですから、最初の二

つのところは40％ぐらいというふうに思ってい

ますし、そのニュー菜エンの方は３分の１かな、

30％ちょっとかな。それはしっかりと精査をさ

れてなった決定だと私は思っております。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そういうことをお聞き

をしているのではなくて、県が決めたことでは

あるわけです。しかし、この間なぜ株式会社な

ど企業が農業への参入をできません農地法で縛

りをかけてきたかというふうに言うとすると、

その理由というのは、その膨大な資金量を持っ

て全部やってしまう、そうすれば、零細の、あ

るいは個人のその農家は成り立っていかないと

いうところから、この農地法の趣旨というのは

あったと思うんですよ、私は。それを今回変え

ていこうと、参入の道を開こうというふうにし

ているわけですが、しかし、これまでこういう

ふうなことはやっぱり許してはならないという

ことがあってしてきたわけです。そのことから

いうと、今回のこの、私はたまたま補助金の額

で言っていますけれど、こういうことがこれか

らも続くとすると、一般の農業者、まじめに個

人で、あるいは生産組合などもつくって頑張っ

ていこうというふうに考えていても、しかし、

自己資金がなかなかままならない。そういう事

業者は一体どうなるのか、ここに今回のこの補

助金のところですけれども、矛盾は生じないか

ということを私はお聞きしているんです。その

県が決めて、３割だとか何割が妥当だというこ

とではなくて、畑作振興だから妥当だというこ

とではなくて、そういう今までの法の趣旨から

見ても、こういうことが起こる、これからとい
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うことに対してどういう見解をお持ちか、それ

ぞれの農業者はどうすればいいのか、そこはど

ういう考え方をお持ちなのか、お聞かせをいた

だきたいと申し上げています。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは皆さんが、特に県の皆さ

んは、山形県はこれからは畑作振興をしていく

んだと。そして、なるべくこの地域農業を活性

化していくんだというので、手を挙げられたも

のをしっかりと審査をされて、そしておのおの

それはいろいろと説明されたと思いますが、こ

うなった結果ですから、それは受け入れていか

なければいけないというふうに思います。 

それから、そういう時代になったという面で

いうと、昔はこうだったという話は、もうそろ

そろ違うのではないかというふうに思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 市長流に言わせれば、

そういう時代になったのだと。だから、むしろ

農業であっても競争の原理でやっていくという

ことになるのかなと思います。しかし、申し上

げましたように、今回このようなことが如実に

出ているわけですけれども、これが契機となっ

て、これからは無原則に企業の参入に道筋をつ

けるものなのではないかということは、本当に

心配をしているわけです。そうなってほしくな

い。今回は、ニュー菜エンの場合は、この特区

の初めてのケースです。ＮＰＯ、私は南高校の

ところの話はしていませんから。おらだの菜園

の話は別ですよ。これに限って申し上げますが、

これは初のケースです。全部これが前例になる、

目黒市長は嫌いでしょうけど、前例は。しかし、

先例になってしまうということは、極めて私は

大きな意味を持つというふうに思っています。

ですからこそ、一つは数値を、きちっとやっぱ

り目標を設定をして、それはやっぱりクリアを

していただくというふうな、この一定の考え方

を示していくこと。 

それからもう一つは、先ほど来冒頭で言われ

ていますけれども、農業団体あるいは地元の同

意というものをきちっと得ていくということが、

最大限これは歯止め策として、私は必要だとい

うふうに思っています。特にこのレインボープ

ラン特区の協定書の中の３条の第１を見まして

も、特定法人は地域農業の担い手の一員として

の自覚を持って、地域農業者との調和を第一に

農業に取り組むのだというふうにしているわけ

です。だとするならば、少なくともその地域の

例えば農業団体であるとか、地元の同意である

とか、ここは最低限得ていくということがなけ

れば、これはスタートしてはいけないことでは

ないのかと、私は思います。ここは、早急に着

手して、そういうふうにするお考えはありませ

んか。このまま何もしないで進んでいくのです

か、どっちですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ５月13日の懇談会の中でも、地

元の農業委員の皆さんは、農業委員の皆さんは

地元からも出ていらっしゃいますから、お聞き

をしました。全くの地元でないというけど、同

じ地域の方ですよ。その皆さんは、それはやっ

ぱりある意味では、歓迎しているんだと、別に

問題はないのだというふうに言っていらっしゃ

るわけです、このニュー菜エンについても。そ

れはやっぱり地元の皆さんの声はしっかり聞い

ていきますよ、これは。しかし、同意書という

ことになると、一人及び少数が絶対反対だ、判

こを押さないから同意書が出てこないと、そう

いうふうな拒否権を持つなんていうことにはな

らないというんですよ、これは。それはそうじ

ゃないと。それから、審査をするのもやっぱり

行政もしっかりと公平にやりますし、農業委員

会でもしっかりと審査をするわけですから、屋

上屋を重ねるなんていう、そういうことにはな

らないよということを何度か申し上げてまいり

ましたし、理解をしていただける方はふえてき

＋
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ていると私は思います。 

○大沼 久委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

＋ ＋

○１１番 髙橋孝夫委員 地元は問題ない、声は

聞いていく、そして、長井市は今回の特区、無

原則ではないレインボープラン特区ですよ。い

いことを進めるんですよ。問題ないとすれば、

同意書は当然にしてもらえるのではないですか。

そういうことを通じて、今回のこの特区の趣旨

であるとか、これからの農業であるとか、担い

手をどうするのだということを含めて議論をし

合うのが大切なのではないのですか。そのため

にもその担い手の一員としての自覚が特定法人

には求められているわけです。現に、調和を第

一にするというふうなことになるとするならば、

そこで、例えば少数でもあってもだめというふ

うなことになるとするならば、それはだめな人

は考え方を変えていただく、見方を変えていた

だく、趣旨を理解していただくということを通

じて合意してもらう努力を得ながら、この事業

そのものは進めていくという、そういうことが

必要なのではないですか。声は聞くけれども、

しかし、同意書を徴することはできない。それ

は反対があるとできないという足かせになるか

らだ。これではちょっと矛盾だと思いますよ、

私は。そうではなくて、きちっとこの目的にも

明示をしていることを実践をする意味でも、農

業委員会などがこの求めている地域の、例えば

改善団体であれば改善団体、担い手の団体であ

れば担い手の団体、そこにやっぱりきちっと認

めてもらって、その方が農業の発展のために努

力をしていくという姿こそが、この趣旨ではな

いのですか。そのことを踏まえれば、最低限こ

こは私は必要だというふうに思います。もう一

度、答弁を求めます。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 努力は必要ですよ、もちろん。

しかし、同意書がなければ進まないとかという

ことではないでしょうというの、これは。レイ

ンボー特区という、この農地法の特例区の法律

なんですよ。しっかりと審査をしていかなきゃ

いけない、一つ一つ地域の皆さんと話し合って

いかなきゃいけない。しかし、どうしても反対

だから、一人が反対だから、少数が反対だから、

ここはできなくなったというものではないので

す、これは。法のもとに平等なんです。そこは

しっかりとわかっていただかなきゃいけない。

その屋上屋を重ねたり、必要でないものを必要

にするから、難しくなってどんどん進まなくな

って、改革ができなくなっていくということに

なりませんか。私は髙橋さんの政治姿勢はそう

だと私は思っていますから、そうじゃない、や

っぱりスピードを上げてまずやってみるという

ふうにしなければいけないと思います。 

○大沼 久委員長 髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 政治姿勢の問題で議論

しているのではありません。極めて必要なこと、

単純なこと、それからみずから言っていること

の実践を求めているのです。そのことをすり変

えないでいただきたいと思います。 

これは、まずやってみるとおっしゃいました

けれども、まずやってみて、じゃ、問題が起き

たからチャラにするという、そういうことでも

ありませんよ。極めて大きな問題を内包してい

るから、だから、こういう形で質問を申し上げ

ているんです。違いがあるからこそ質問も申し

上げているんです。残念ながら答えていただけ

ませんでしたけれども、しかし、このままでは

私はいけないと思います。本当に、ぴしっとや

るとするならば、それなりの手順を踏む、これ

が改革の手順でしょう。そのことを私はもう一

度市長に考えていただきたいと思います。その

意味で、やっぱり努力すると言っているわけで

すから、それは必要なことはちゃんと手順を踏

んでやりますということは、きょうもう一度見

解を伺いたいと思いますが、いかがですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 
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○目黒栄樹市長 努力はするんですけど、でも、

あなたが言うような手順とは違いますよと、私

はお答えをしているんです。それは改革という

のはそういうものですよ。皆さんの法にのっと

って公平に、公正にやっぱりまず一歩を踏み出

してみると。そして不都合なところがあれば、

それは少しずつ修正しながらも前に進むという

ことをしなければ、全然進まないということに

なりませんか、私はそう思っていますから、お

答えをしていっているわけです。 

○大沼 久委員長 髙橋孝夫委員。 

  髙橋孝夫委員に申し上げます。 

○１１番 髙橋孝夫委員 もう終わります。公正、

公平に、言葉では確かにいいことです。しかし、

この進め方は公平、公正ではありません。この

ことを申し上げておきたいと思います。 

あと、商工観光課長、大変すみません。通告

をしておりましたが、この課題については、９

月の決算委員会にさせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。終わります。 ＋
○大沼 久委員長 次に、順位３番、議席番号15

番、藤原民夫委員。 

○１５番 藤原民夫委員 私は自治体におけるア

ウトソーシングについて質問を行いたいと思い

ます。 

初めに、市長にお尋ねをいたします。国の行

政改革の一環として、昨年６月、地方自治法を

改正して、公立図書館や公民館などの公の施設

の管理を館長業務を含めた全面的な民間委託が、

民間の株式会社にも委託できるようにしたわけ

でありますが、このことについて、市長はどの

ような見解をお持ちですか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 基本的にはやっぱり民間でで

きることはなるべく民間でやっていただくと。

責任も含めてなのか、業務なのか、共同調理場

等についてはやっぱり業務でしたけれどもね。

あるいはそういうことは、今後必要なものだと

思っております。 

○大沼 久委員長 15番、藤原民夫委員。 

○１５番 藤原民夫委員 私はこの株式会社とい

うのは、株主の利益配当を主要な目的として設

立されたものだというふうに思うんですが、こ

うした会社に市民の税金でつくられた施設の管

理をゆだねたり、あるいは自治体から支払われ

る委託費や住民の皆さんからいただく利用料金

などから利益を上げる機会を市として提供する

ということを、そういうことを意味すると思う

んですが、こういうことついてどのようにお考

えか、お尋ねをいたします。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 株式会社の利益を上げられる、

社会的にね。その納めていただく税金で相当程

度賄っているんじゃないですか、この社会とい

うのは。そういうことをしっかり見て、株式会

社が悪だなんていうふうに思ったら、この豊か

な日本は、あるいはその豊かな世界はとてもと

ても維持できないわけでありますから、やっぱ

りそういうものも民間でできることはなるべく

民間でして、どうしても行政でというところは、

この行政にやっていくと。そして皆さんからい

ただいた税金を有効に使うというふうな方法が

私は正しいと思っています。 

○大沼 久委員長 15番、藤原民夫委員。 

○１５番 藤原民夫委員 私は株式会社が悪だな

んということを一切言ってないんですよ。株式

会社はそういうふうな目的として、そもそも設

立されたんだというふうなことで、しかし、こ

の住民の皆さんからいただく、この利用料金は、

あるいはこの市の経費、これが利益を上げる機

会を提供するということはどうかというふうな

ことを言っているので、しかも、あらゆる会社

にこれが適用するのでなくて、どういうふうな

形でこの契約が成り立つかでありますけれども、

一部の会社にそういうふうなことになるという

ふうなことの矛盾をお聞きしているのでありま

―１５３― 


